
 庁議付議事案書  

                                開催・令和７年１月１５日 

 所管部課 政策経営部 企画政策課  部長 神山 尚  

件 名 
東大和市実施計画（令和７年度～令和９年度）について 
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１．要 旨 

第五次基本計画で定めた施策を実現するために、今後３年間で実施する事業のうち、主

要なもの（以下「主要事業」という。）を定める「東大和市実施計画（令和７年度～令和９

年度）」を策定するものである。 

（１）新規主要事業（主なもの） 

〇多様な他者との関わりの機会の創出事業（誰でも通園制度）【施策1-1子育て支援（重要施策）】 

〇地域子育て支援拠点事業所の拡充【施策1-1子育て支援（重要施策）】 

〇胃がん内視鏡検診事業【施策2-1保健、医療】 

〇下水道施設包括的民間委託（ウォーターＰＰＰ）【施策3-3都市づくり（重要施策）】 

（２）主要事業の集計（全体）                  （単位：百万円） 

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 年度合計 
主要事業 合計 6,089 3,808 3,740 13,637 

内 

訳 

一般会計分 4,706 3,513 3,646 11,865 
特別会計等分 1,383 295 94 1,772 

   ※令和７年度事業数：９３事業（一般会計８４事業、特別会計等９事業） 

（３）全体の財政収支（一般会計分）               （単位：百万円） 
 令和７年度 令和８年度 令和９年度 
①経常的経費収支（歳入-歳出） -70 25 75 
②主要事業収支（歳入-歳出） -1,989 -1,829 -1,512 

財政収支（①+②全体） -2,059 -1,804 -1,437 

（４）影響及び効果 

  同計画を策定することで、第五次基本計画の実効性の確保に向け、今後の予算編成の指針 

となる。財源不足額への対応については、引き続き歳入の確保や歳出の縮減、基金の活用等 

を進める。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

４月～７月  主要事業に関する調査、集計及び政策経営部長調整 

８月～１２月 各部との調整及び理事者調整等 

 
 ３．留意事項（問題点等） 

 

  ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議審議後、市長決裁を経て計画を策定する。また、策定後、市議会議員へ配布する。 

  ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


